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【№55】⑥Ｆ欄の金額には、有価証券の譲渡対価の５％

に相当する金額、土地等の譲渡対価の金額及び受取利子

の金額を含めていますか。 

【№59】課税売上割合が 95％未満であり、かつ、特定

課税仕入れがある場合、⑫Ｅ欄は、⑪Ｅ欄の金額に

7.8/100を乗じた金額を記載していますか（又は、⑫Ｘ

欄は、付表２－２⑪Ｃ欄の金額に 6.3/100 を乗じた金

額を記載していますか。）。 

【№56】課税売上高が５億円超又は課税売上割合が 95％

未満であるにもかかわらず、課税仕入れに係る消費税額

を全額控除していませんか。 

【№52】申告書第一表①欄の金額は、付表２－１①のＤ欄、

Ｅ欄（Ｘ欄に金額がある場合、付表２－２の各欄）の金額の

それぞれ 1,000円未満切捨て後の金額の合計額と一致してい

ますか（申告書第一表⑤欄又は付表２－１⑪の各欄に記載が

ある場合、返還等対価の額に相当する金額又は特定課税仕入

れに係る支払対価の額が加算されていますか。）。 

【№54】非居住者から受け取る利子等（他の外国法人に対

する貸付金や外国債券から生じる利子等）の額がある場

合、その金額を③Ｆ欄に記載していますか。 

【№53】本店等との間の内部取引は資産の譲渡等に含ま

れないにもかかわらず、その対価の額を②Ｆ欄に含めて

いませんか。 


